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○三条地域水道用水供給企業団の企業長の権限に 

属する事務の一部を企業団職員に委任する規程 

昭和54年 6月 4日 

規 程 第 ３ 号 

 

（この規程の趣旨） 

第１条 この規程は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第13条第２項の規定に基

づき、企業長がその権限に属する事務の一部を企業団職員に委任することに関して必

要な事項を定めるものとする。 

（企業出納員の設置） 

第２条 三条地域水道用水供給企業団企業長の権限に属する事務のうち金銭・物品の出

納･保管、その他の会計事務を処理するため、企業出納員を置く。 

２ 企業出納員は、事務局長又は、企業長が指名するものをもってこれに充てる。 

（委任する事務） 

第３条 企業長は、企業出納員に出納その他の会計事務のうち，次の各号に掲げる事務

を委任する。 

(1) 納付金等を収納すること。 

(2) 支払のための小切手を振り出すこと。 

(3) 支払のため必要な現金を保管すること。 

(4) 物品を出納及び保管をすること。 

(5) 預金と現金を組み替えること。 

(6) その他企業長が必要と認めること。 

（重要事項等の指示） 

第４条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、

異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理についてあらかじ

め企業長の指示を受けなければならない。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年４月１日から実施する。 

  


